


 

２ 土石流災害の防止 

 自治体からの情報を収集し、作業場所から山側の河川等の形状を事前に十分に調査するこ

と、土石流の早期把握等の措置を講ずるための警戒降雨量基準、作業を中止して労働者を退

避させるための作業中止降雨量基準等を必要に応じ見直すこと、作業場所から上流の状況の

監視措置、警報用設備及び避難用設備の点検を実施するとともに、警報及び避難の方法等に

ついて労働者に十分周知すること等により、土石流災害防止対策の徹底を図ること。 

※別添資料２「土石流による労働災害の防止に向けて」 

 

３ 道路等復旧工事における災害の防止 

 路盤の補修、橋桁や橋脚等の補修工事等が行われるため、的確な作業計画を策定のうえ、

移動式クレーン、建設機械等による災害の防止対策のほか、道路における建設工事中の交通

労働災害防止対策等の徹底を図ること。 

 

４ 木造家屋等低層住宅の屋根等の改修工事における災害の防止 

  木造家屋等低層住宅の屋根等の改修工事を行う場合には、墜落・転落災害防止のため、作

業床を設けることを原則とすること。作業床を設けることが困難な場合には、要求性能墜落

制止用器具（安全帯）等の取付設備を設置した上で、安全帯等を確実に使用させること。 

 ※別添資料３「足場の設置が困難な屋根上作業での墜落防止対策のポイント」 

 

５ がれきの処理作業、建築物の解体及び改修工事における安全対策及び石綿ばく露の防止 

 建築物の解体に当たって車両系建設機械（解体用）を使用する場合には、あらかじめ作業

計画を定めこれに基づき作業をさせるとともに、倒壊のおそれのある家屋等の建築物に不用

意に接近しないこと、物体の飛来等のおそれがある箇所への労働者の立入禁止、労働者との

接触防止及び車両系建設機械の転倒防止等の措置を講じる等の適切な措置をとること。ま

た、石綿粉じんにばく露するおそれがある場合には防じんマスクの使用等の石綿粉じんのば

く露防止対策の徹底を図ること。なお、石綿以外でも粉じんを吸入するおそれのある作業に

ついては、適切な呼吸用保護具の着用を徹底すること。 

  ※別添資料４－１「地震・津波により被害を受けた建築物等の解体工事における留意事項」 

   別添資料４－２「建物の解体・改修工事を行う際には、石綿が使用されていないか事前

に確認する必要があります！」 

 

６ 電気・通信工事における災害の防止 

 電気・通信施設の復旧のためには、高所作業、高所作業車を用いる作業等が行われるの

で、墜落防止措置、高所作業車の転倒防止措置等の徹底を図ること。 

 ※別添資料５「電線付近での仮設足場の組立に関する注意喚起」（経済産業省作成） 

 

 



 

７ ガス・水道復旧工事における災害の防止 

 ガス・水道設備の復旧工事に伴う掘削作業については、上記１の土砂崩壊災害防止措置の

ほか、各種の建設機械等による災害の防止対策の徹底を図ること。 

 また、都市ガス復旧時については、ガスの漏えいによる爆発防止対策の徹底を図ること。 

 ※別添資料６「敷地内で工事を行う際は、ガス管の確認を！」（経済産業省作成） 

 

８ 熱中症の予防 

 高温、多湿期の作業となることが予想される場合には、適切な水分、塩分の補給等熱中症予

防対策の徹底を図ること。 

 ※別添資料７「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」 

 

９ 安全経費の確保 

 労働災害防止のために、雇用する労働者の労働災害防止に係る義務を負う関係請負人だけで

なく、それ以外の発注者や元方事業者の安全に対する理解と対策の実施が重要となります。特に、

災害復旧工事では、通常とは異なる環境での作業となることから、工事発注におきましては、安

全な建設工事のために適切な安全衛生経費の確保をよろしくお願いします。 

 ※別添資料８「安全な建設工事のために 適切な安全衛生経費の確保が必要です」 
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